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使用料・手数料の取扱いについて 

 

 

住民の一体性の確保や負担の公平の観点により、両市町で同一また

は同種の使用料・手数料については、原則として合併時に熊本市の例

により統合する。 

ただし、両市町のこれまでの経緯、実績等を配慮し、新市に移行後

も当分の間現行どおりとするなど経過措置を設けるものとする。 

 

 
平成１９年１０月２３日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
 



合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

16

1 使用料・手数料 全部会 第８回 第１０回 ○承認

承認／継続

（使用料・手数料）

使用料・手数料の取扱い



 

熊本市・富合町合併協議会 項目別調整内容 

作業部会名：全部会 

協議項目 １６ 使用料・手数料の取扱い 小項目名 １ 使用料・手数料 

調整方針 
住民の一体性の確保や負担の公平の観点により、両市町で同一または同種の制度については、原則として合併時に熊本市の例により統合する。

ただし、両市町のこれまでの経緯、実情等を配慮し、新市に移行後も当分の間現行どおりとするなど経過措置を設けるものとする 

 

調  査 現           況 

市町名 熊  本  市 富  合  町 

調整の具体的内容 

市
町
別
内
容 

 

これまでの「項目別調整内容」に掲載 

 

これまでの「項目別調整内容」に掲載 

 

住民の一体性の確保を図るととも

に、負担の公平の原則により、両市

町で同一または同種の制度につい

ては原則として、合併時に熊本市の

例により統合する。 

ただし、両市町のこれまでの経緯、

実情等を配慮し、新市に移行後も当

分の間現行どおりとするなど経過

措置を設けるものとする。 

 

 



使用料

協議番号 枝番 状況 熊　本　市 富　合　町 備　考

34 － 1 承認 熊本市農業構造改善施設等使用料 － 継続

36 － 5 承認 熊本市営住宅使用料 富合町営住宅使用料
合併時に統合するが、建
替えまでは現行水準

38 － 2 承認 熊本市下水道使用料 富合町下水道使用料 合併時に統合

40 － 17 承認 各種体育施設 各種体育施設 合併時に統合

40 － 19 再提案 公民館使用料 公民館使用料
５年間に限り現行を継続
その後、市の例により統合

40 － 23 再提案 図書館・複写サービス 図書館・複写サービス 合併時に統合

40 － 28 承認 学校施設一般開放 学校施設一般開放 合併時に統合

手数料

協議番号 枝番 状況 熊　本　市 富　合　町 備　考

31 － 2 承認 住宅改造居宅介護支援員派遣手数料 － 継続

32 － 1 承認 熊本市浄化槽保守点検業登録手数料 ※熊本県浄化槽保守点検業登録手数料 合併時に統合

32 － 5 承認 大型ごみ処理手数料 －
宇城広域連合に加入し
ている間は現行を継続

32 － 5 承認 － 一般廃棄物の処理手数料
宇城広域連合に加入し
ている間は現行を継続

34 － 25 承認 農地に関する証明手数料 農地に関する証明手数料 合併時に統合
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